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Ⅰ はじめに 

 

日本人の心のふるさとである富士山が汚れている。山小屋のトイレからのし尿の垂れ流し、山麓での

不法投棄をはじめとするごみ問題など、人間の社会活動によって引き起こされた環境汚染は、富士山を

蝕み、1990 年代に大きな社会問題となっていた。1994 年、240 万人の署名を集め、ユネスコ世界自然遺

産登録を目指した。しかしながら、保全管理が一元化されていないことや、過度の開発、し尿やごみ問

題などを理由に見送られた苦い経験がある。 

 

「美しい富士山を子どもたちに残していくために…」 

 

 富士山の問題点を市民の手で改善していくために、私たち富士山クラブは 1998 年に設立された。 

市民、企業、行政とのパートナーシップを活動理念に、これまで先駆的かつ実践的な活動を行ってきた。

2000 年から始まった富士山トイレ再生プロジェクトでは、し尿の垂れ流し状態だった山小屋のトイレを

改善するために、富士山の頂上などに環境にやさしいバイオトイレを設置。バイオトイレの有効性を実

証した結果、2006 年には、富士山の山小屋から垂れ流し式のトイレが一掃された。また、アメリカのレ

ーニア山やニュージーランドのナウルホエ山と姉妹山交流を締結。国際交流活動を通じ、国立公園の管

理手法などを、吸収している。設立当初から実践している富士山の清掃活動は、参加ボランティアの数

は 67,000 人に上り、回収したごみの総量は 700t を超える成果を収めている。 

そして、2013 年 6 月、富士山はユネスコ世界文化遺産に登録された。富士山や周辺観光施設などでは、

祝賀ムードで盛り上がり、さらなる観光客の誘致に拍車がかかっている。その一方、構成資産をはじめ、

富士山の自然をどのように保全していくのかは計画が立っておらず、受入態勢も整っていないのが現状

である。 

拾う・捨てない・捨てさせないプロジェクト（以後：本プロジェクト）は、世界文化遺産に登録され

た富士山を、ごみ問題の観点から、現状と問題点を明らかにし、世界文化遺産として相応しい山として、

後世に残していくための方策を具体化するために、実施したものである。 

 

認定特定非営利活動法人富士山クラブ

事務局次長 大井 英明

 

Ⅱ 本プロジェクトの目的 

 

2013 年 6 月、富士山は、世界文化遺産に登録されたものの、来訪者対策や適正利用、景観・環境保全

など、様々な課題を抱えたままであった。2016 年 2 月には、これらの改善策をユネスコに提出すること

が義務づけられていたこともあり、持続可能な利用も含め、保全計画の策定は急務だった。 

 当団体では、2007 年に富士山環境ごみマップを完成させ、当時 1500 ヶ所、約 300t のごみを確認して

いた。しかしながら、2008 年度から 2013 年度末時点で、この調査結果を上回るごみを回収しているの

が現状であった。 

2013 年度末現在 54,000 人に上るボランティアと 600t を超えるごみを富士山から回収した。 特に、

2007 年の富士山環境ごみマップ完成後は、2008 年度から 2013 年度の間、36,000 人のボランティアの協

力により、約 400t のごみを回収している。 

これは、富士山環境ごみマップ作成時、埋没ごみが算出できなかったことや、私有地に投棄されたご

みを調査対象から除外したことなどに加え、マップ作成後、新たにごみが捨てられたことなどが、その

原因であったと考える。富士山からごみを無くし、美しい富士山を取り戻すためには、今一度、富士山

の現状を正確に把握し、様々な視点から実践活動を展開していかなければならないと考えた。 

そこで、当団体が設立当初から取り組んできた富士山のごみ問題をテーマに、世界文化遺産に登録さ

れた富士山の保全状況を明らかにし、より具体的な改善策を提言すべく、本プロジェクトを立ち上げた。
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図-1 2004 年度～2013 年度の富士山クラブの清掃活動成果 ※本プロジェクト開始直前まで 

(単位：トン) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅲ プロジェクトの概要 
美しい富士山とは、遠方から眺めた風景としての 

美しさだけでなく、山麓に足を踏み入れた際にも、 

ごみの無い豊かな自然が護られているという美しさ

も意味する。富士山クラブが行っている清掃活動で

は、五合目に続く登山道や山麓部の幹線道路、林道な

ど、主に山体で実践してきたが、ごみゼロには、まだ

まだ活動の継続が必要である。ごみゼロを目指すため

には、実態把握と実践活動と同時に、ごみを捨てにくい環境作りや、ごみを捨てない心を育てることが

不可欠であると考えられることから、図-2 の 3 つのテーマでプロジェクトを進行することを考えた。 

各テーマの概要は以下の通り。 

○拾う（調査と実践） 

富士山ごみマップの作成 

 携帯型 GPS を活用し、投棄地点、種別、概算 

重量を調査。世界文化遺産に登録後の富士山の 

保全状況をごみ問題の観点から明らかにする。    
調査方法とごみマップ完成イメージ 

幹線道路沿いのモニタリング 

  ポイ捨てや不法投棄が常態化している地点 

 をモニタリングし、看板やごみ箱の設置など 

より効果的な対処方法を関係行政に働きかける。   

ごみの現状について関係機関に報告している様子 

富士山ごみマップを基にした清掃活動の実践 

  年平均 6,000 人に上るボランティアと共に 

清掃活動を展開。また、行政や他団体に情報 

提供等連携することで、回収効率を上げる。   
富士山清掃参加者と活動の様子 
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○捨てない（環境教育） 

環境教育プログラムの開発と提供 

富士山ごみマップや清掃ボランティア体験 

 を教材に、環境教育プログラムを富士山域の 

小中学校や企業を対象に実施する。   
富士山のごみ問題をテーマにした環境教育活動の様子 

○捨てさせない（啓発活動） 

イベント PR 活動 

  富士山や環境保護に関連する各種イベント 

に出展。富士山ごみマップをはじめ、清掃ボ 

ランティアや環境教育などの成果を PR する 

ことで、広く富士山の「今」を訴える。   
各種イベントにおけるブース出展の様子 

 
Ⅳ 活動内容 

1．富士山ごみマップ作成とモニタリング 
富士山ごみマップ作成とモニタリングの内容は次のとおりである。 

 

①富士山ごみマップ作成調査 

   1)調査対象地域の設定 

    調査対象地域は、富士山麓を周回する国道 138 号線、国道 139 号線、国道 469 号線に囲まれた

内側の地域とし、外側については、この 3国道に接続する県道、市道、林道沿いを対象とした。

なお、調査対象地域内の住宅街や自衛隊演習場については、調査対象外とした。 

     対象地域に含まれる自治体は以下の 10 市町村とした。 

山梨県 富士吉田市、富士河口湖町、鳴沢村、忍野村、山中湖村 

静岡県 富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市、小山町 

 

   2)調査の進行について 

調査実施期間  

2014 年（H26）12 月～ 

2016 年（H28）12 月 

 

調査区画 

調査対象地域を図-3 

に示す。 

(各メッシュは 2km×2km） 

図-3  調査区画 
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   3)調査方法 

調査対象の地域の国道、県道、市道、林道とその周辺部を、車両及び徒歩で調査を実施し、 

ごみ（廃棄物）の有無を確認する。ごみを発見した場合は、その種類、数量、目算重量、位置 

（携帯型 GPS を使用して、緯度・経度を計測）などを確認し、その内容を調査票に記録する。 

また調査票への記録と同時に、現況の写真を撮影。写真番号を地点毎に記録する方法とした。 

使用した機材（写真下）と調査票（図-4）は以下に示す。  

 

携帯型 GPS 

（GARMIN 社製 OREGON 550） 

 

図-4 ごみマップ調査票 

（位置、行政区、種別、目算重量など記入） 

②モニタリング調査 

  1)モニタリング地点の選定 

   これまで行ってきた清掃活動の成果を基に、ポイ捨てをはじめ、ごみの投棄が常態化している

幹線道路の路側帯に山梨・静岡両県計 4ヶ所のモニタリング地点を設置。 

 

2)調査の進行について 

   調査期間 

2015 年（H27）1 月～ 

2016 年（H28）12 月 

   

  3)調査方法 

   山梨・静岡両県に設置したモニタリング 

地点について、１回／月の調査を実施。 

 各地点毎、種類、数量、重量等を確認し、

調査票（右図）に記入。投棄物は、その 

都度回収し、処分した。 

また、回収前後の写真を撮影することで、

月毎のごみの状況変化を記録していく方法

とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 ごみモニタリング調査表 
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①-1.富士山ごみマップ調査結果 

   山梨・静岡両県の対象地域内を調査した距離は、延べ 1,526km となった。 

この距離は青森県から山口県までの距離に相当する。 

調査で判明したごみの確認地点数は 347 地点。また、総重量（目算）は 106.4 トンとなった。 

 図-6 富士山ごみマップ完成版 

※― 調査ルート。 

※■ ごみの投棄を確認した地点。 

 調査距離 ごみ確認地点数 目算重量 

山梨県 908km 235 地点 67.9 トン 

静岡県 618km 112 地点 47.5 トン 

合計 1,526km 347 地点 115.4 トン 
 

各県、各市町村ごとの調査結果は、次項以降に示す。 
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【山梨】 
山梨県では図-7 に示す富士山麓 5 市町村（富士吉田市、富士河口湖町、鳴沢村、忍野村、山中 

湖村）にて、ごみが投棄されている場所を 235 地点 確認した。 
 

1-1 調査エリア全域図 
山梨県側調査市町村および、ごみ発見地点（235 地点）を 図-7 に示す。 

図-7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 ごみ投棄地点数 
    ごみが投棄されていた 235 地点の市町村別に集計したものを 図-8 に示す。 
   図-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ・富士河口湖町の地点数が一番多いのは、富士北麓地域の主要道路である、国道 139 号線にかかる
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面積が他の市町村よりも広く、この道路を中心に道脇のポイ捨てごみが目立つこと。さらに、国

道 139 号線にアクセスしやすい林道沿いに投棄されたごみが多いためと思われる。 
・富士河口湖町以外の 4 市町村においても、上記と同じ傾向がみられる。 

1-3 ごみ重量 
ごみが投棄されていた 235 地点の目算ごみ重量を市町村別に集計し、図-9 に示す。 
ごみの投棄場所と、投棄量を示す地図を 図-10 に示す。 
 

     図-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・富士河口湖町や、鳴沢村では、廃車や産業廃棄物などの重量ごみが複数箇所で発見されたため、

合計数値が高かった。 
・また、両町村では、富士山体に近い地域の森林などを中心に、産業廃棄物や、廃屋の周りなどに

まとまったごみが見つかったため、重量の数値が高くなった。 
図-10 
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1-4 ごみの内容 
    各地点で確認されたごみを 20 種類に分類、各市町村別に集計し、図-11 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・いずれの地点においても、缶・ペットボトル・ビンなどの、⑪飲料容器のごみが大変目立った。

・農地が多い地区では、農業用マルチ、肥料や飼料の袋などの⑭ビニールごみが多かった。 
・①タイヤは林道の斜面などから投げ捨てられたものが目立った。 

1-5 ごみの投棄場所 
  確認されたごみ投棄地点の土地形態を、市町村別に集計し、図-12 に示す。 
 図-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

A
林
や
林
縁

B
湖
畔

C
河
川
・
沢

D
民
家
付
近

E
公
有
地

G
道
沿
い

H
空
地

J
不
明

I
そ
の
他

山中湖村

忍野村

鳴沢村

富士河口湖町

富士吉田市

（単位:地点）

図-11 



10 
 

・E.公有地は、山梨県有林、また、県有林を走る林道の道沿いがほとんどである。 
・投棄場所として多かったのは、林道や、林道の道脇の斜面などをはじめ、道脇から河川、沢に投

げ捨てられたごみが目立った。 
・「民家付近」には、各市町村に点在する別荘地も含まれ、別荘地敷地外の林縁などにも数多くの

ごみ投棄地点が見つかっている。 

1-6 ごみ状況写真 
  調査地区内で留意すべきごみの投棄場所の写真は以下である。 

  

（富士河口湖町長浜地区）富士河口湖町・鳴沢村な

どでは、森林に投棄された廃車が数台見つかっ

た。 

（富士河口湖町河口地区）幹線道路脇のポイ捨て

ごみ。飲料容器や、弁当などの容器が非常に多

く捨てられている 

  

（山中湖村平野地区）深さ 15m ほどの沢の斜面に

投じられた大量のごみ。 
（富士河口湖町大石地区）数十年前に投棄された

と思われる大量のごみ。 

 
1-7 考察 
・山梨県側では、ごみ投棄地点数は多いものの、私有地と予想される場所が非常に多く、今後 
清掃活動実施に結びつけるためには、行政や土地所有者の協力が必要と思われる。 

・富士北麓市町村には、山林で廃屋となっている家や別荘が多く、その周りに集中してごみが 
捨てられている状況になっていた。今後、早急にこういったごみ投棄の防止策を考案する必要

があると思われる。 
・以前から、車で通ることができる林道脇でごみの投棄が見つかることが多いが、投棄防止の 
ため、林道入口に車止めを設けている箇所が増えたように思われ、それらの場所では新たに 
捨てられたごみがほとんどなかった。まだ車止めが設置されていないために不法投棄がみられ

る場所は、行政に報告し、今後土地所有者に報告するなどの対策を取るよう提言したい。 
・道路脇を除く山林地域では、過去富士山クラブによって清掃活動を実施した経歴がある場所に

その後新たにごみが捨てられている様子はほとんど見られなかった。 
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【静岡】 
静岡県では図-1 に示す富士山麓 5 市町（富士市、富士宮市、裾野市、御殿場市、小山町）にて、

ごみが投棄されている場所を 112 地点 確認した。 
 

2-1 調査エリア全域図 
静岡県側調査市町および、ごみ発見地点（112 地点）を 図-13 に示す。 

図-13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-2 ごみ投棄地点数 
    ごみが投棄されていた 112 地点を市町村別に集計したものを 図-14 に示す。 
   図-14 
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・本調査は、山麓部の幹線道路（国道 139 号線及び 469 号線等）沿線、及びそれに連結する林道等

の側道、その周辺に民家等のないエリアを中心に実施した。 
・富士宮市及び富士市において、ごみ投棄地点数が多い理由は、上記に該当する地域が多くあるこ

とが要因である。 
2-3 ごみ重量 

ごみが投棄されていた 112 地点の目算ごみ重量を市町別に集計し、図-15 に示す。 
ごみの投棄場所と、投棄量を示す地図を 図-16 に示す。 
 

     図-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・富士宮市では、重量物（廃車等）や比較的規模の大きな不法投棄現場を発見した地点数が多く、

結果として合計数値が高まった。 
・小山町では地点が少なかったが、幹線道路沿いに大量投棄箇所を確認した。（P14 写真右上） 
図-16 
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2-4 ごみの内容 
    各地点で確認されたごみを 20 種類に分類、各市町別に集計し、図-17 に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・図 17 から、幹線道路沿いに顕著であった、⑦家庭用品、⑪飲料容器、⑫ポイ捨て、⑬紙類の多さが

確認できる。更に詳細としては、これらの内訳がコンビニエンスストアでの購入物が非常に多いこと

や、一定の範囲内に特定の銘柄の容器（自販機による購入物）が拡がる状況も確認した。またこのよ

うな状況は、特に幹線道路を中心とするエリアに多く見受けられた。 
・処分に費用が生じる、①タイヤ、④規制 5 家電、⑮建築廃材の不法投棄も確認件数が多かった。 

 
2-5 ごみの投棄場所 
  確認されたごみ投棄地点の土地形態を、市町別に集計し、図-18 に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・A.林や林縁、及び G.道路沿いで確認した地点がほとんどであった。幹線道路沿いの不法投棄の他は、

人目に付かずアプローチが容易であることが、投棄場所の特徴であるといえる。 

図-17 

図-18 
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2-6 ごみ状況写真 
  調査地区内で留意すべきごみの投棄場所の写真は以下である。 

  

（富士宮市）牧草地、林内、別荘跡地等、数か所で

廃車を確認。景観の観点からはもちろん、新たな

不法投棄を呼ぶ原因となるおそれがある。 
 

（小山町）幹線道路沿いの不法投棄。長年放置さ

れていたごみと、近年新たに捨てられたごみの

両方が混在した状態で、大量に発見された。 
 

  

（富士市）溶岩樹型内に不法投棄されたごみ。富士

山の自然を隠れ蓑に不法投棄が行われた一例。 
（富士宮市）大量のタイヤ不法投棄現場。活動開

始当初に比べ減少したものの、いまだ年間数か

所を発見する。 
 

2-7 考察 
・富士宮市内に点在する数か所の別荘跡地では、いずれにおいても不法投棄を数多く確認した。

また敷地内には、既に廃屋となってしまっている建屋や腐食した物品等もあり、ごみ問題の観

点からはもちろん、景観の観点からも問題であるように考える。これらの場所は、地権者・管

理者の所在が不明となってしまっているケースも多い。時間が経過すればするほど、対処が困

難になってしまう為、早急な対応が必要であると考える。 
・大量投棄に該当する地点数は少数であった。また、同発見地点でのごみの詳細を確認すると、

投棄されてから長い年月を経過しているごみであることがほとんどであった。このことから、

新たな大量不法投棄件数は減少している傾向が伺える。 
・本調査結果より、ポイ捨てと総称されるごみ問題への対策が、現状において取り組むべき優先

課題であると考える。これらのごみの内訳から判明した販売元へのアプローチ等、清掃活動だ

けに留まらず、新たな試みも実践していく必要性を感じる。一般的に「富士山のごみ問題」と

しては、「大量の不法投棄」がイメージされると思うが、現状を周知していくことも、問題解

決に向けて、多くの理解と協力を得るために必要であると考える。 
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②-1.ごみモニタリング調査結果 
【山梨】 

1-1 調査場所 
山梨県におけるモニタリング調査地点は、以下 2 地点である。 
両調査地点を 図-19 に示す。 
   調査地点 1 山梨県鳴沢村焼間地区    国道 139 号線沿い空地（私有地） 
   調査地点 2 山梨県富士河口湖町本栖地区 国道 139 号線沿いチェーン脱着所 

図-19 
 

1-2 ごみ重量 
 山梨県における調査地点では、各地点 25 か月（25 回）の調査を実施した。 

投棄されていたごみの種類別のごみ重量合計を 図-20 に示す。 
  図-20 
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1-3 ごみの内容 
調査で回収したごみを 20 種類に分類、回収した調査回数を集計し、図-21 に示す。 

  図-21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-4 調査地点写真 
 各調査地点において、調査開始前と終了時に撮影した写真は以下である。 

調査地点 1 鳴沢村焼間地区 
2015 年 11 月 19 日  

（調査前） （調査後） 

2016 年 3 月 23 日  
（調査前） （調査後） 
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調査地点 2 富士河口湖町本栖地区 
2016 年 3 月 23 日 

（調査前） （回収物） 

2016 年 11 月 30 日 

（調査前） （調査後） 

1-5 考察 
・両調査地点には、付近（調査地点 1 から約 1.6km・調査地点 2 から約 3.0km）に道の駅があり、

ごみ箱やトイレは夜間も使用できる状態である。それにも関わらず、本調査の結果が示すとお

りのごみの投棄が常態化している。 
・毎回回収された「⑫ポイ捨てごみ」について、主な回収物は、弁当の空き容器、コンビニ袋、

お菓子の袋、たばこの吸い殻や箱などであった。このうち、「たばこの吸い殻」については、 
両地点の調査１回あたりの平均回収本数は以下の通りである。 

調査地点 1  43 本    調査地点 2  106 本 
両調査地点に駐車している車は、大型トラック（トレーラー）がたいへん多いことから、配送

業者に注意喚起するなどの対策が取れるのではないかと考える。 
   ・各調査地点には、不法投棄防止を呼びかける看板が 2 か所以上設置されている（写真下）にも

関わらず、その効果はほとんど見られない様子が伺えた。今後、同地への不当投棄を防止する

ためには、看板以外の方法での対応策が必要である。 
調査地点 1（鳴沢村焼間地区） 調査地点 2（富士河口湖町本栖地区） 
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【静岡】 
2-1 調査場所 
静岡県におけるモニタリング調査地点は以下 2 地点である。 
両調査地点を 図-22 に示す。 
   調査地点 1 静岡県富士市桑崎地区    県道 24 号線沿い路側帯 
   調査地点 2 静岡県富士市桑崎地区    林道富士愛鷹線入口 

図-22 
 

2-2 ごみ重量 
  静岡県における調査地点では、各地点 21 か月（21 回）の調査を実施した。 

投棄されていたごみの種類別のごみ重量合計を 図-23 に示す。 
   図-23 

 

30.9 27.0 
9.1 

212.5 

30.0 
53.0 

10.0 
32.1 

424.0 

111.0 

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

缶 金属 ﾋﾞﾝ・ﾜﾚﾓﾉ 可燃物 その他

調査地点1

調査地点2

（単位：kg)



19 
 

2-3 ごみの内容 
調査で回収したごみを 20 種類に分類、回収した調査回数を集計し、図-24 に示す。 

   図-24 
 

2-4 調査地点写真 
 各調査地点において、調査開始前と終了時に撮影した写真は以下である。 

調査地点 1 県道 24 号線路側帯 
2015 年 12 月 22 日 

（調査前） （調査後） 

2016 年 3 月 29 日 
（調査前） （調査後） 
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調査地点 2 林道富士愛鷹線入口 
2015 年 1 月 19 日 

（調査前） （調査後） 

2016 年 7 月 21 日 

（調査前） （調査後） 

 
2-5 考察 
・周辺地域にコンビニエンスストアやドライブイン等、ドライバーの休憩場所となるものが無い

ため、その代替として調査地点が利用されている。特に駐車スペースの広い調査地点 2 におい

ては、大型車両の駐車も頻繁であった。 
・幹線道路沿いのごみとして発見する頻度の高い⑪飲料容器、⑫ポイ捨ての他、上記を理由に、

⑬紙類、⑭ビニール、⑮建築廃材類の不法投棄も目立った。 
・このことから、運送業者等の業界団体への啓発も対策として有効であるように考える。 

   ・山梨県側同様、不法投棄防止を呼びかける看板が設置されているものの、その効果はほとんど

見られない様に感じた。（写真下） 
   ・雑草の繁茂する夏期、または積雪のある冬期と、駐車スペースの限られる時期においては、不

法投棄もほとんど見られないことが多かった。ネットの設置等、車道の効用を保つという本来

の目的を損なわないかたちで、物理的な防止策を実践することも必要ではないだろうか。 
 
 

調査地点 1（県道 24 号路側帯） 調査地点 2（林道富士愛鷹線入口） 
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2.清掃活動 

  富士山ごみマップ調査及びモニタリング調査と併行して、清掃活動を実施。 

  当クラブ自主活動のほか、企業の社員研修や社会貢献活動など、取り組み手法は多岐に渡る。 

  3 年間の成果を以下に記す。 

図-25 活動参加人数と回収ごみ重量 

■一般ごみ ■山梨県協働産廃撤去事業 

（単位:トン）■静岡県協働産廃撤去事業  ―参加人数    （単位:人）

 

 

 

 

 

  
活動 

エリア

回数 

【回】 

参加者数 

【人】 

回収重量

【トン】

2014 

年度 

山梨 56 3,277 40 

静岡 28 1,695 20 

2015 

年度 

山梨 51 3,045 32 

静岡 28 1,589 13 

2016 

年度 

山梨 51 2,827 28 

静岡 24 1,218 9 

合計 238 13,651 142 

※2017 年 1 月末現在

清掃活動の様子 

 

 

 

 



22 
 

3.環境教育プログラムの開発と提供 

 

富士山のごみゼロを目指すためには、実態把握と実践活動に加え、ごみを捨てにくい環境作りや、

ごみを捨てない心を育てることが不可欠であると考えられることから、環境教育プログラムの拡充、

実践を展開していく必要があると考えた。2015 年より各種イベント出展や、学習会に本プログラム

を組み込み、学生や一般来場者を対象に試験実施。フィードバックを行うことで各プログラムの精

度を高め、3つの環境教育プログラムを完成させることができた。2016 年より、本格的に企業や学

校へプログラムの提案、実施をした。 

 

【タイトル】 

まちづくりカードゲーム 

【対象年齢】 

小学生～大学生 

【内容】 

カードゲーム型のワークショップ。富士山周

辺の市町村の体制を落とし込んだつくりになっ

ており、ごみなどの障害を通し、自然とどう共

生していくかみんなで考える。 

 

 
 

 【タイトル】 

ごみ減量ゲーム 

【対象年齢】 

小学生～ 

【内容】 

富士山クラブスタッフの処分場訪問＆インタ

ビューに基づき、富士山クラブが富士山を取り

巻く市町村で回収したごみがどのように処分さ

れるのか、また、各処分場の工夫点などについ

て共有する。そして、今後自分たちの生活の中

で実行できる「ごみの減量」への取り組み方法

について、みんなで意見を出し合いながらゲー

ム形式で考える。 

【タイトル】 

清掃活動にプラスα「この一枚！」を撮ろう

【対象年齢】 

高校生～ 

【内容】 

清掃活動中に印象に残ったごみや作業中の風

景など各自の携帯電話で撮影し、活動後写真を

見ながらみんなで振り返る。「思い出」を共有す

ることが出来るとともに、「画像」というかたち

で体験を持ち帰る。 
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4.広報活動 （イベント出展、企画展、啓発パトロール、会報、SNS） 

 

富士山の自然環境の現状をより多くの人に訴え、富士山クラブの活動に参加を呼びかけるために、

各地で行われる環境・NPO イベントに積極的に参加。ステージや展示ブースでの活動紹介や活動支援

のための募金活動、他の NPO との情報交流を行った。 

またイベント出展の他、多くの人に環境問題を周知するため、あるいは活動へ参加を促すようチ

ラシやポスターを制作し、富士山周辺での配布、掲示を行った。 

富士山クラブの会報では富士山の現状や環境問題を取り上げる他、会員やボランティアが参加し

た活動を季節ごとに紹介した。また、会員からの活動レポートや写真投稿も同時に掲載。ホームペ

ージでは、一つひとつの活動報告などのブログを随時更新し、SNS では Twitter や facebook を活用

して、広い年齢層に向け情報を発信した。これからもより身近なところから、捨てさせない意識を

広められる活動を引き続き展開していく。 

 

 

広報活動実績‐年度別‐ 

 

○2014 年度 全 12 回 

・富士吉田市制祭 

・Mt.FUJI ECO CYCLING 

・道の駅かつやま感謝祭 

・富士山・山中湖チャリティ駅伝大会 

・みなと区民祭り 

・ライトダウンやまなし 

・NPO 祭り 

・富士山麓古タイヤ不法投棄防止キャンペーン 

・富士宮市プラザ祭り 

・なんでも富士山 2015 

・富士山の日イベント・フォーラム東京 

・富士山の日イベント山梨・河口湖駅 
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○2015 年度 全 15 回 

・富士山麓不法投棄防止ネットワーク 

・富士吉田市制祭 

・Mt.FUJI ECO CYCLING 

・富士山・山中湖チャリティ駅伝大会 

・ライトダウンやまなし 

・NPO 祭り 

・富士山麓古タイヤ不法投棄防止キャンペーン 

・富士山マラソン 

・日本風景街道大学 講演 

・富士宮市プラザ祭り 

・不法投棄撲滅キャンペーン 

・なんでも富士山 2016 

・富士山の日フォーラム 2016 

・富士山の日イベント山梨・河口湖駅 

・学びのフェス 

○2016 年度 全 12 回 

・吉田手作り古本市 

・富士吉田市制祭 

・Mｔ.FUJI ECO CYCLING 

・富士山・山中湖チャリティ駅伝大会 

・みなと区民祭り 

・ライトダウンやまなし 

・NPO 祭り 

・不法投棄防止パトロール 

・環境交流プラザ企画展、プラザ祭り 

・富士山麓古タイヤ不法投棄防止キャンペーン 

・なんでも富士山 2017 

・富士山の日フォーラム 2017 
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Ⅴ 拾う・捨てない・捨てさせないプロジェクトにより期待される効果 

 

  1.富士山ごみマップの作成により、富士山周辺のごみの投棄地点の実態が定量データとして把握

できた。これにより、設立当初から取り組んできた富士山周辺の清掃活動に有効に活用でき、

清掃計画の立案と実施が容易になる。また、関係行政へのデータ提供を行うことで、民間団体

では着手することができない不法投棄案件に対する対応も円滑に進めることが期待できる。 

  2.モニタリングで得られたデータにより、幹線道路におけるごみのポイ捨てや不法投棄が、常態

化している現状が確認できた。また、不法投棄禁止をはじめとする看板の設置は、効果があま

り見られない現状も確認できた。これを基に、路側帯や待避所の必要性や管理手法等について

道路管理行政と協議を行い、ポイ捨てや不法投棄に対して、より効果的に改善していくための

手段を検討することができる。 

  3.富士山ごみマップ作成やモニタリングで得られたデータや見識を基に、環境教育活動を展開す

ることができる。本プロジェクトで開発した環境教育プログラムと併用することにより、各種

教育機関や、社員研修などを通じ、一番身近なごみ問題について考え、行動する機会に繋げる。

 

 

Ⅵ まとめ 

 

  これまで、富士山麓では、市町村をはじめ NPO やボランティア、企業など、様々な団体がごみ問

題に取り組んできた。これにより、新たな不法投棄件数も減少傾向にあるなど、富士山のごみ問題

が、着実に改善している現状が、富士山ごみマップの調査により明らかにすることができた。 

  しかしながら、常態化するポイ捨てをはじめ、処理費用や土地所有者・管理者の問題などから、
撤去活動を実施することができない不法投棄は未だ残されているのが現状である。また、別荘地な
どには、放棄されたであろう廃屋が数多く残り、その周辺のごみと相まって、富士山周辺の景観を
著しく損ね、新たな不法投棄を呼び込む可能性があることも忘れてはならない。 

 
  日本を象徴する富士山が世界文化遺産に登録されてから 3年半が経過した。 
 
  この間、富士山保全協力金の施行や世界遺産センターの設置など、富士山の保全に向けた取組が
少しずつ進んでいる。一方で、総量規制や危機管理対策など、様々な課題を抱えたままとなってい
るのも事実である。これらの改善を目指すためには、新たな取り組み手法が必要だと考える。それ
は、富士山という極めて公的存在意義の高い自然環境の課題を、我々NPO も含めた様々な機関が協働
していくという体制に他ならない。これがモデルケースとなれば、富士山に限らず、同様の問題を
抱える他地域にもこの取り組みを波及させることができるだろう。本プロジェクトの成果を基に 

 環境、林務、道路をはじめとした富士山を管轄する行政機関が共通した認識とビジョンをもって富

士山の保全に取組むことを強く望むと同時に、我々富士山クラブがその繋ぎ手としての役割を果た

していきたい。 

  結びに、本プロジェクトに助成いただいた一般財団法人セブン-イレブン記念財団をはじめ、情報

提供に協力いただいた山梨・静岡両県をはじめとする行政機関、データの取り纏めに協力いただい

た会員に対し、心から感謝申し上げるとともに、これからも「美しい富士山を子どもたちに残して

いくために…」当団体の取り組みに、御理解と御協力を申し上げる次第である。 

 

認定特定非営利活動法人富士山クラブ

拾う・捨てない・捨てさせないプロジェクト運営スタッフ

大井 英明

長谷川 譲

 深澤 寛貴

米山 裕美子
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本報告書は、一般財団法人セブン-イレブン記念財団からの助成を受けて製作いたしました 
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認定特定非営利活動法人 富士山クラブ 

本部・もりの学校 〒401-0332 山梨県南都留郡富士河口湖町西湖 2870 

TEL:0555-20-4600／FAX：0555-20-4601 

静岡事務所 〒418-0111 静岡県富士宮市山宮 3645-116 

TEL＆FAX：0544-58-9120 

ホームページ http://www.fujisan.or.jp 

E-mail fc-info@fujisan.or.jp 

 

 

 


